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令和元年度 自動車騒音常時監視結果一覧 

№ 測定路線名 

測

定 

年

度 

評価

区間

(km) 

評価

対象

戸数 

基準達成戸数 
昼夜 

とも 

未達成 
昼夜とも達成 

(達成率％) 

昼のみ 

達成 

夜のみ 

達成 

1 一般国道 4号線（堀内） H29 1.4 11 4(36.4) 3 0 4 

2 一般国道 4号線（本郷～飯野坂） H29 3.3 53 38(71.7) 7 0 8 

3 一般国道 4号線（飯野坂～増田） H29 2.1 165 126(76.4) 24 0 15 

4 一般国道 4号線（増田～上余田） H29 1.9 70 38(54.3) 31 0 1 

5 仙台東部道路(増田～美田園) H30 0.6 92 92(100.0) 0 0 0 

6 塩釜亘理線(閖上) H27 0.2 4 3(75.0) 1 0 0 

7 塩釜亘理線(閖上) H28  0.4 3 3(100.0) 0 0 0 

8-1 塩釜亘理線(下増田～美田園） R1 0.4 124 124(100.0) 0 0 0 

8-2 塩釜亘理線(美田園) R1 0.3 69 69(100.0) 0 0 0 

9 塩釜亘理線(美田園）        

10 名取村田線(増田～田高) H30 0.9 259 259(100.0) 0 0 0 

11 名取村田線(田高) H30 0.3 47 47(100.0) 0 0 0 

12 名取村田線(田高) H27 0.2 9 9(100.0) 0 0 0 

13-1 愛島名取線(植松～飯野坂) R1 2.3 512 512(100.0) 0 0 0 

13-2 愛島名取線(愛島～植松) R1 0.5 38 38(100.0) 0 0 0 

14 杉ヶ袋増田線(美田園～増田) H27 2.7 524 523(99.8) 0 0 1 

15 名取停車場線(増田) H27 0.2 184 184(100.0) 0 0 0 

16 閖上港線(閖上) H27 2.0 10 10(100.0) 0 0 0 

17 閖上港線(下余田～増田) R1 0.8 65 65(100.0) 0 0 0 

18 閖上港線(増田) H28 0.3 112 94(83.9) 14 0 4 

19 仙台館腰線(田高～愛島) H30 3.2 736 736(100.0) 0 0 0 

20 仙台名取線(増田～上余田) H28 1.1 241 241(100.0) 0 0 0 

21-1 仙台名取線(増田) R1  0.7 345 310(89.9) 0 0 35 

21-2 仙台名取線(増田～飯野坂) R1 0.9 320 297(92.8) 0 0 23 

21-3 仙台名取線(飯野坂) R1 1.2 195 195(100.0) 0 0 0 

全体の数値（下段は達成率） 27.9 

4,188 4,017(95.9) 80 0 91 

100.0

% 
95.9% 1.9% 0.0% 2.2% 

※ Noは「測定地点・測定路線位置図」の地点 Noと同じ。 

※ 評価対象戸数は、道路から概ね 50メートルの範囲内にある住居。 

※ 評価区間延長の単位は km。昼は午前 6時～午後 10時、夜は午後 10時～午前 6時を指す。 

※ 割合について、小数第 2位を四捨五入しているため 4項目の合計が 100％にならないことがある。 

※ 全体の数値では、各路線どうしが交差する地点での重複計上戸数を除いてある。 
 

面的評価による環境基準達成率（経年変化） 

 
昼夜とも達成 

昼のみ達成 

夜は未達成 

夜のみ達成 

昼は未達成 

昼夜とも 

未達成 

評価対象戸数 

（戸） 

平成 27年度 96.9％ 0.6％ 0.0％ 2.5％ 3,296 

平成 28年度 96.9％ 0.8％ 0.0％ 2.3％ 3,552 

平成 29年度 95.0％ 2.2％ 0.0％ 2.8％ 3,670 

平成 30年度 95.2％ 2.1％ 0.0％ 2.7％ 3,828 

令和元年度 95.9％ 1.9％ 0.0％ 2.2％ 4,188 

※ 割合について、小数第 2位を四捨五入しているため 4項目の合計が 100％にならないことがある。 
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③愛島笠島地区二級水準測量調査 

愛島笠島地区において市単独で二級水準測量調査を行っています。これは地盤沈下の傾向が続いてい

るためで、毎年 9 月と 2 月の年 2 回調査を実施しています。令和元年度の単年度変動量は二級水準点 5

箇所の平均で+0.6mm、最大変動量が+3.4mmでした。30年度の変動量（平均-7.7mm、最大変動量-10.8mm）

や震災前の 22 年度の変動量（平均-0.8mm、最大変動量-4mm）に比べると平均値・最大変動量ともに大

きくなっており、今後も調査を継続していきます。 

 

市内 7 測定地点の分布と沈下状況（笠島地区二級水準測量） （単位：mm） 

管理者 水準点番号 
所在地 

（愛島笠島） 

新設の

時期 

新設時の標高

（m） 

単 年 度 

変 動 量 

R1年9月変動量 

／累積変動量 

R2年2月変動量 

／累積変動量 

名取市（一級） 38 字北東宮下 S49.9 9.8958 0 0 / -43 0 / -43 

名取市（二級） 

（5地点） 

名6 字本岩 S53.2 8.3020 3.4 5.9 / -71 -2.5 /-73 

NA8 字泉 H12.7 9.6353 0.6 2.4 / -28 -1.8 / -30 

NA9 字泉 H12.7 8.6941 -1.4 1.1 / -36 -2.5 / -38 

NA10 字泉 H12.7 8.5815 1.7 4.5 / -45 -2.8 / -48 

NA11 字泉 H12.7 7.5162 -1.5 3.1 / -109 -4.6 / -114 

名取市（一級） 37 字南東宮下 S49.9 7.5254 0 0 / -367 0 / -367 

注 1：変動量の+は隆起、-は沈下を表す。 

注 2：9月変動量は同年 2月からの変動量を、2月変動量は前年 9月からの変動量を示す。 

注 3：累積変動量は昭和 53年 2月の測量開始以後、調査時点までの変動量を示す。 

 

④観測井観測調査 

水準測量によって広域的な沈下状況の把握を行うほかに、地盤沈下発生の要因となる地下水位の低下

と地層の収縮を早期に捉えるため、地下水位計及び地盤沈下計による自動観測を行っています（調査

地：増田グラウンド）。地下水位は季節変動があるものの、震災後も一定の水位になっています。一方

地盤沈下量は、震災後の変化量が大きくなっています。 

 

地下水位測定結果と経年変化                                                   （単位：m） 

観測井番号 所在地  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

名4 

(昭和51年設置) 
増田五丁目 

※増田グラウンド 

年最高 7.63 8.15 8.22 8.31 7.99 

年平均 4.89 4.98 5.21 5.27 5.09 

年最低 2.57 3.03 2.84 3.09 3.16 

 

地盤沈下測定結果と経年変化                                                   （単位：mm） 

観測井番号 所在地  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

名4 

(昭和51年設置) 
増田五丁目 

※増田グラウンド 

単年沈下量 -3.5  2.9  4.0 -2.0 -4.1 

累積沈下量 -9.7 -6.8 -2.8 -4.8 -8.9 

注 1：正の値は沈下を、負の値は隆起をあらわす。 

注 2：数値は各年度 3月 31日現在のもの。 

注 3：平成 2～3年の欠測を経て、平成 5年 3月 19日に新設設置（沈下量 0.00mm）、累積変動量はそれ以降のもの。 
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Ⅲ  自然環境保全 

 

1．自然と地域とのふれあい活動 

   本市では、自然環境に対する市民の認識を深め、環境保全思想の普及啓蒙を図ることを目的として

「名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会」を設置し、その指導と助言を受けながら各種事業

を展開しています。活動内容としては市内に存在している豊かな自然を知ってもらうために観察会等

を行っており、身近な自然の再認識が広く環境保全思想につながっていくよう努めています。 

  令和元年度に実施した事業は次のとおりです。 

 

令和元年度 自然と地域とのふれあい活動推進事業実施状況 

事業名 日時 実施場所 実施内容 

自然観察会 令和元年 5月 18日 
高舘山自然レクリエーシ

ョン施設 

○植物や花の観察、生態の説明 

講師：滝口 政彦 先生 

杉山 多喜子 先生 

ホタル観察会 令和元年 6月 28日 愛島笠島の川内沢川沿い 
○ゲンジボタルの観察、生態の説明 

講師：菅野 美穂子 先生 

水生生物観察会 令和元年 7月 27日 
高舘 河原前橋付近の増

田川 

○水生生物の観察、生態の説明 

講師：菅野 美穂子 先生 

小林 秀昭 先生 

 

野鳥観察会 

 

令和 2年 1月 18日 
広浦、仙台市農業園芸 

センター近くの大沼 

○野鳥の観察、生態の説明 

講師：佐竹 清夫 先生 

    丹野 輝英 先生 

 

2．自然観察路の整備 

   名取市内の西部丘陵地域は、その大部分が県自然環境保全地域や緑地環境保全地域に指定されてい

るように、都市近郊としては豊かな自然が多く残されており、また、暖温帯から冷温帯に移行する推

移帯に位置していることが多様な生物相を生み、学術的にも貴重であるといわれています。本市では

このような豊かな自然環境が残されている地域と市民とが身近に接することができるように、自然観

察路の整備を行ってきました。現在では五社山自然観察路の整備が進み、五社山や外山周辺を散策す

る多くの市民に親しまれています。 

 

3．高舘山自然レクリエーション施設 

  那智が丘公民館のさらに奥に、高舘山自然レクリエーション施設があります。約 3.0kmのコース中

には、古代杉をはじめ様々な植物やカモシカの食害の跡を観察できます。標高 204.0m の山頂展望台

からは、市街はもちろん、太平洋や遠くは金華山まで眺められます。 

 

4．県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域 

名取市内では、県の自然環境保全条例によって、仙台湾海浜地域、樽水・五社山地域の二つの地域

が県自然環境保全地域に、高舘・千貫山地域が緑地環境保全地域に指定されています。各保全地域の

指定を受けると、各種開発やその他の行為が規制されるなど、将来にわたって地域の自然が守られて

いくことになります。それぞれの自然豊かな地域の特徴は下記のとおりです。 
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(3)集団回収支援事業 

子供会や町内会などが実施している集団回収事業について、その活動を支援するため「リサイクル活動推進

事業奨励金」として回収量に応じた奨励金を交付しています（紙類・布類・金属類・びん類の各品目 1kg あた

り 3 円）。令和元年度実績では延べ 343団体に対し、557 トン分の奨励金が交付されました。平成 23 年度の震

災以降、実施団体は漸増傾向にありますが、回収量は震災前の平成 22年度よりまだ少ない状況です。長期的に

見ても、回収量は減少傾向にあり、実施団体数及び単位回収量のさらなる拡充が望まれます。 

 

(4)生ごみコンポスト化支援事業 

そのほとんどが水分である生ごみは、重量比で家庭ごみの約４割にも達するといわれており、生ごみを資源

として活用することはごみの減量に大きく貢献します。本市では生ごみのコンポスト化（堆肥化）容器の購入

に対して補助金を交付しており、令和元年度末現在その普及率（補助世帯数÷全世帯数）は 6.33%です。 

 

リサイクル活動推進事業奨励金交付実績     堆肥化容器購入費補助金交付状況と普及率の推移 

年度 
回収数量 

（t） 

奨励金額 

（千円） 

延実施 

団体数 

 
年度 

基数 

（基） 

補助金額 

（千円） 

年度末 

世帯数 

普及率 

（％） 

24 758 2,275 266 24 39 566 26,997 6.57 

25 814 2,442 299 25 33 378 27,985 6.46 

26 803 2,409 330 26 23 206 28,671 6.39 

27 766 2,300 342 27 39 533 29,263 6.39 

28 784 2,351 354 28 38 441 29,902 6.38 

29 689 2,068 336  29 37 408 30,342 6.41 

30 610 1,831 337  30 24 282 30,945 6.36 

元 557 1,671 343  元 26 302 31,489 6.33 

 

 (5) 家庭用使用済み天ぷら油回収事業 

ごみの減量化と資源循環型社会の形成に向けて、家庭用使用済み天ぷら油の回収事業を実施し、廃食油をバイオ

ディーゼル燃料（BDF）として再生利用する取り組みを行っています。BDFは、黒煙及び硫黄酸化物をほとんど発生

させない特性を持つため、地球環境に優しい燃料として需要が増加しています。また、カーボンニュートラルの効

果により、地球温暖化防止にも寄与することが期待されます。 

平成 19年 10月からスタートした回収事業は、公民館、市内スーパーマーケット、市役所など身近な場所を回収

拠点としており、回収量の拡充を図っています。回収団体の社会福祉法人 みのり会及び名取市ボランティア連絡

会の協力のもと、回収した油を株式会社オイルプラントナトリに搬入し、精製された BDFは事業者の配送用トラッ

クやバスなどの燃料として使用されています。 

 

表 家庭用使用済み天ぷら油回収実績 

年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

回収量（L） 11,985 12,988 13,383 14,288 14,154 

 

(6)リサイクル品展示 

不用品をごみにはしないという意識作りのために、リサイクル品展示を実施しています。なお、本市では市民、

事業者及び行政が一体となってごみ減量に取り組むため「名取市ごみ減量等推進協議会」を設置していますが、リ

サイクル品展示は、名取市ごみ減量等推進協議会が主体となって実施しています。 

令和元年度は 11月 3日に市民体育館アリーナで行いました。 
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(3) 名取市（市所管施設）の取組み 

①みやぎ環境税を利用した取組み 

   名取市では、平成 23 年 4 月から県税として導入された「みやぎ環境税」のうち、市町村へ交付される補助

金を活用し、消費電力の削減と温暖化を助長する二酸化炭素の排出抑制を目的とした照明の LED化事業を実施

しています。令和元年度は以下の４つの事業を実施しました。 

●市庁舎 LED照明更新事業 

   市役所庁舎内の蛍光灯（40W）82基及び（20W）146基を LED25Wタイプ 50基、LED12.1Wタイプ 72基、LED12W

タイプ 2 基に集約し LED タイプに更新し、ダウンライト（40W）3 基を LED ダウンライト 16.3W タイプへ更新

しました。 

設置基数：127基 CO2削減効果：4,939kg-CO2/年 

 

●名取市街路灯 LED化改修事業 

街路灯 58基（400W）3基、（250W）1基、（220W）3基、（180W）11基、（100W）10基、（80W）14基、（40W）

16基を LED132Wタイプ 17基、LED79Wタイプ 1基、LED29Wタイプ 10基、LED18Wタイプ 14基、LED12Wタイプ

14基、LED7Wタイプ 2基に更新しました。 

設置基数：58基 CO2削減効果：6,521kg-CO2/年 

 

●公園及び緑道等の照明灯の LED化等改修事業 

水銀ランプ 20基（200W）を昼白色 LEDライトバルブ（56W）に更新しました。 

設置数：21基、CO2削減効果：5,185kg- CO2/年 

 

②温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画 

「名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画（第４期：平成 29 年度～令和 2 年度）」に基づき、

市（市所管施設）の事務及び事業の実施にあたり省エネ、省資源などの取組を行っています。 

   これは、市が行政機関であると同時に大規模な事業者、消費者の側面も有しており、その責務として、市民・

事業者の取組を先導するため、自ら事務及び事業に関して、温室効果ガスの排出量を削減する取組を行うもの

です。この計画では、平成 25 年度の電気、燃料等の使用量と温室効果ガス排出量を基準とした削減目標値を

設定しています。 

   令和元年度の温室効果ガス総排出量は二酸化炭素換算で 5,722 トンでした。これは、基準となる平成 25 年

度の排出量 6,383トンに比べ 10.36％減少しています。 

 数値目標に対する令和元年度の取組結果 

主な項目 
目標 

（平成 25年度比） 

令和元年度実績 

（平成 25年度比） 

コピー用紙の再生紙の購入割合 90％以上 86.61％ 

ガソリン使用量 10％以上削減 +12.74％ 

灯油使用量 5％以上削減 -10.87％ 

軽油使用量 10％以上削減 +28.49％ 

重油使用量 2％以上削減 -4.64％ 

ＬＰガス使用量 7％以上削減 -7.28％ 

都市ガス使用量 7％以上削減 +53.34％ 

電気使用量 3％以上削減 +1.84％ 
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温室効果ガスの総排出量 5.6％削減 10.36％削減 

 

③再生可能エネルギー等導入補助金事業 

 東日本大震災の被災地域の復旧・復興や、原子力発電施設の事故を契機とした電力需要への逼迫への対応のた

め、再生可能エネルギー等の地域資源を徹底活用し、災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムを導入し、

災害先進地域を目指すことを目的に公共施設再生可能エネルギー等導入事業を行っています。 

 名取市では平成 25～28年度事業で小中学校および公民館など 24 施設に太陽光発電システムを導入しました。 

 

2．オゾン層の保護 

大気中のオゾン（O3）の約 90％は成層圏（地上から 10～50km）に存在します。このオゾンの多い層をオゾン層

と言います。オゾン層は太陽からの有害な紫外線を吸収し地上の生物を守っています。 

オゾンがフロン類等によって破壊され、地表に届く太陽光に含まれる紫外線が増え、皮膚ガンや白内障の増加、

植物やプランクトンの育成阻害による生態系への影響が懸念されています。なおフロン類とは、フルオロカーボ

ン(フッ素と炭素の化合物)の総称で、クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、

ハイドロフルオロカーボン（HFC）などがあります。 

フロン類は、冷蔵庫、家庭や車のエアコンの冷媒、スプレーの噴射剤、工場における製品洗浄などに利用され

てきました。しかし、オゾン層の破壊や地球温暖化への影響が明らかになり、フロン類の生産・輸入の国際的な

規制が行われています。現在は、特定フロン、ハロン、四塩化炭素は全廃されました。臭化メチルは検疫および

出荷前処理用としての使用を除き平成 17年に全廃しました。HCFCは平成 42年までに全廃する予定です。 

なお、HFCはオゾン層を破壊しないため CFCや HCFCに変わって使用されました。しかし HFCは二酸化炭素の 100

～10,000倍も大きな温室効果があるため、京都議定書で削減対象となっています。 

また「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が平成 14年 4月に施行され、業

務用のフロン類（HFC も含む）が充てんされている製品の廃棄時に、製品からフロン類を回収して破壊すること

を定めています。また「家電リサイクル法」により、エアコンや冷蔵庫などを回収した業者は、冷媒として使用

していたフロンを回収・破壊することが求められています。 

本市も、岩沼東部環境センターに持ち込まれた冷蔵庫やエアコンは指定取引場所を介して回収業者に引き渡し、

フロンを回収しています。県内の回収事務は宮城県フロン回収事業協会などが中心に実施しています。 

気象庁によると、令和元年の南極域上空のオゾンホールは 8 月に観測され、最大面積は 1,100 万 km2となりま

したが、10月下旬から急速に縮小し、11月 10日に消滅しました。大規模なオゾンホールが継続してみられるよ

うになった平成 2年以降で、最大面積は最も小さく、消滅は最も早かったものの、気象条件によっては今後も大

規模なオゾンホールが発生することが考えられますので、引続きオゾン層の監視が必要です。 
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1 , 2 - ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン 0.06mg/Ｌ以下 フ ェ ノ ブ カ ルブ （ B P M C） 0.03mg/Ｌ以下 

ｐ - ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 0.2mg/Ｌ以下 イ プ ロ ベ ン ホ ス （ I B P ） 0.008mg/Ｌ以下 

イ ソ キ サ チ オ ン 0.008mg/Ｌ以下 クロルニトロフェン（CNP） - 

ダ イ ア ジ ノ ン 0.005mg/Ｌ以下 ト ル エ ン 0.6mg/Ｌ以下 

フェニトロチオン（MEP） 0.003mg/Ｌ以下 キ シ レ ン 0.4mg/Ｌ以下 

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 0.04mg/Ｌ以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/Ｌ以下 

オ キ シ ン 銅 0.04mg/Ｌ以下 ニ ッ ケ ル - 

クロロタロニル（ T P N） 0.05mg/Ｌ以下 モ リ ブ デ ン 0.07mg/Ｌ以下 

プ ロ ピ ザ ミ ド 0.008mg/Ｌ以下 ア ン チ モ ン 0.02mg/Ｌ以下 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 

（ 公 共 用 水 域 の み ） 
0.002mg/Ｌ以下 全 マ ン ガ ン 0.2mg/Ｌ以下 

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン 0.0004mg/Ｌ以下 ウ ラ ン 0.002mg/Ｌ以下 

  

ぺルフルオロオクタンスル 

ホン酸（PFOS）及びペルフル 

オ ロ オ ク タ ン酸 （ P F O A） 

0.00005 mg/Ｌ以下 

（暫定） 

※水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について：平成 5年 4月 28日 

公布環水規 121号 

※水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)：令和 2年 5月 28日公布 環水大水発第 

2005281 号 環水大土発第 2005282号 
 

○生活環境の保全に関する環境基準（抜粋） 

【河川（湖沼を除く）】 

ア（生活環境の保全に関する環境基準）※ 類型 D、類型 Eの基準値は省略した。 

類

型 
利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌群数 

AA 
水道 1 級、自然環境保全及び

Ａ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
1mg/Ｌ以下 25mg/Ｌ以下 

7.5mg/Ｌ以

上 

50MPN 

/100mＬ以下 

Ａ 
水道 2級、水産１級、水浴及び

Ｂ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
2mg/Ｌ以下 25mg/Ｌ以下 

7.5mg/Ｌ以

上 

1,000MPN 

/100mＬ以下 

Ｂ 
水道 3 級、水産２級及びＣ以

下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
3mg/Ｌ以下 25mg/Ｌ以下 5mg/Ｌ以上 

5,000MPN 

/100mＬ以下 

Ｃ 
水産 3 級、工業用水１級及び

Ｄ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
5mg/Ｌ以下 50mg/Ｌ以下 5mg/Ｌ以上 － 

注 1：基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

注 2：農業用利水点については、pH6.0 以上 7.5以下、DO5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準じる)。 

注 3：利用目的の適応性内容は下記のとおり。 

・自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

・水道１～３級：ろ過等（1級）、沈殿ろ過等（2級）、前処理等（3級）の浄水操作を行うもの 

・水産１～３級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域（1級）、サケ科魚類、アユ等貧腐水性水域（2級）、コイ、フナ等、 

β－中腐水性水域（3級）の水産生物用。・工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

注 4：市内水域の類型区分は次のとおり 

水域の名称 水域の範囲 該当類型 基準点 

名取市内水域 

増田川上流（樽水ダム流出口より上流） Ａ 樽水ダム流入地点 

増田川中流（樽水ダム流入口から小山橋まで） Ｂ 小山橋 

増田川下流（小山橋より下流） Ｃ 毘沙門橋 

下堀用水路全域 Ｃ 境橋 

川内沢川全域（流入する支川を含む） Ｂ 筋違橋 

 

イ（水生生物の保全に関する環境基準）※生物特 A、生物 B、生物特 Bは省略した。 

 

水生生物の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸お

よびその塩 
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量を掛けあわせて評価する。すなわちダイオキシンの毒性を 2，3，7，8-TCDD の量に換算して評価する。 

 

底質 

 湖沼、河川、海域の水底に溜まった土砂などの堆積物のこと。 

 

dB（デシベル） 

 音・振動の強さを表す単位。 

音に対する人間の感じ方は、音の強さ、周波数の違いによって異なる。騒音の大きさは、物理的に測定し

た騒音の強さに周波数ごとの聴感補正を加味して、dB または dB(A)で表示する。 

また振動の大きさも、振動加速度をもとに dB 単位にして表示する。 

 

典型７公害→「公害」参照 

 

（と） 

 

特定施設 

騒音規制法では「工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設」を、水質汚濁防

止法では「人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や排水を排出する施設」を特

定施設と定めている。大気汚染防止法では特定施設に相当するものとして、ばい煙発生施設と粉じん発生施

設をあげている。 

 

（な） 

 

内分泌かく乱物質 

内分泌かく乱作用をもつ化学物質のこと。内分泌かく乱作用とは、生体の複雑な機能調整のために重要な

役割を果たしている内分泌（系）の働きに影響を与え、生体に障害や有害な影響を引き起こすことをいう。 

 

ナノグラム（ng） 

 ナノ(n)は 10 億分の１を表す単位で、1ng は１ｇの 10 億分の１グラムのこと。ダイオキシン類は非常に

低い濃度でも影響を与えるため、このような小さい単位を用いる。 

 

（に） 

二酸化硫黄（SO2） 

 硫黄化合物が燃焼することで生成する気体。大気汚染物質として早くから問題となっている。刺激性が強

く、呼吸機能に影響を及ぼす。また、大気中の水や酸素と反応することで酸性雨の原因になっている。 

 

二酸化炭素（CO2） 

炭素化合物の燃焼や生物の呼吸により生成される無色無臭の気体。炭酸ガスとも呼ばれる。現在の大気中

には約 0.03％含まれているが、化石燃料の大量消費等エネルギー起源による二酸化炭素の大量排出により、

ここ数十年の間に大気中濃度が急速に高まっており、数ある環境問題の中でも最も根深く、かつ解決が困難

な地球温暖化問題の原因となっている。 

 

二酸化窒素（NO2） 

一酸化窒素（NO）と酸素の作用等により発生する赤褐色の刺激性の気体。比較的水に溶解しにくいので肺

深部に達し、肺水腫等を引き起こす。 

 

（の） 

農業集落排水処理施設 

集落の散在する農村に適した汚水処理システムとして、おおむね 1,000 人以下の規模で実施される、いわ

ゆる農村下水道のこと。 
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